
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  社会保険診療報酬の特例の対象者              

Ｑ：今年度の税制改正では、社会保険診療

報酬の所得金額の特例の対象者が改正になっ

たとか。どのようになったのですか？                            

  

Ａ：自由診療収入が7,000万円を超える者

は、適用が受けられないようになりました。 

【解説】 

社会保険診療報酬の所得金額の特例とは、

医業や歯科医業に携わる者に設けられている

制度で、年間の社会保険診療報酬が5,000万円

以下の者については、社会保険診療報酬に係

る実際の経費にかかわらず、次の概算経費率

で計算した金額を経費として計上することが

認められているものです。 

社会保険料収入      概算経費率 

2,500万円以下        72% 

2,500万円超3,000万円以下   70% 

3,000万円超4,000万円以下   62% 

4,000万円超5,000万円以下   57% 

しかしながら、概算経費率と実際の経費に

開きがあることや多額の自由診療報酬がある

者もこの適用を受けているという事実があり、

平成23年10月に会計検査院によって、見直し

をするように指摘されていたところです。 

そこで、厚生省において実態調査したとこ

ろ、小規模医療機関等の事務処理負担の軽減

を図る制度として維持が必要との回答がされ

たことから、今年度の改正では、自由診療収

入が7,000万円を超える場合には、適用対象者

から除外するとの改正が行われました。 

個人は平成26年以後、法人は平成25年４月

１日以後開始事業年度から適用されます。 
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